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第１章

いまなぜアフリカの統治者を研究するのか

佐 藤　章

はじめに

　大統領，首相，国王といった統治者（�����）は，国家運営の実務を統括す

る最高執政権者であると同時に，国内の社会統合を体現し，国際社会におい

て国家を代表するシンボルとしての役割を果たしている。合法的な手続きに

よらず武力によって政権を樹立した軍事政権の首班は，正統性の点で合法的

な統治者と異なるが，少なくとも歴史的事実としては，事実上の最高執政権

者として振る舞い，かつ，その立場を内外から追認されることによって，合

法的統治者と同様の役割を果たしている例が多い。これらの統治者は，近代

国家の存立と運営にかかわる中核的な位置を占めるだけでなく，権力の座を

めぐる争奪戦である政治生活の焦点をなしている。統治者は，国家と政治の

あり方を大きく決定づける存在であり，政治現象の研究にとって重要な研究

対象であることは改めていうまでもない。

　このことは，サハラ以南アフリカ（以下アフリカ）でも変わらない。２０世紀

にアフリカには４９の独立国（１）が登場し，２００６年１２月現在までに登場した統治

者の数は延べにして２６５代を数える（２）。これら統治者の経歴，政権の座に至

る経緯と手続き，イデオロギー，政策，政治手腕，権力基盤，制度との関係，

在任期間，内外からの評価，歴史的意義などは，アフリカの国家と政治を理

解するうえで欠かせない研究対象である。



　しかしながら，アフリカの統治者に焦点を当てた研究は現在までのところ

それほど多くない。また，分析以前の問題として，統治者に関する基本的な

情報を提供してくれる情報源も満足に得難い状況がある。こういった難点を

克服し，統治者研究を再構築することが，アフリカ政治研究に課せられた重

要な課題だといえよう。

　本書は，このような研究状況を踏まえ，統治者に焦点を当てることで，ア

フリカ政治研究にどのような新しい論点と着眼点が開けてくるかを探った論

集である。アフリカ地域を専門とする地域研究，政治学，人類学の研究者が，

特定の一国を対象とした個別研究を通して，それぞれの立場から統治者像の

再構成と統治者論の可能性を探っている。

　本書全体の序論として，本章では次の点について論ずる。第１節では，ア

フリカの統治者に関する先行研究を整理する。数少ない研究のうち代表的な

ものであるジャクソンとロズバーグによる『ブラック・アフリカの個人支配』

（����������	�
�����［１９８２］）の内容を批判的に検討し，今後いかなる研究の

方向性が求められているかを整理する。そこでは，単に統治者個人に焦点を

当てるのではなく，寡頭支配層，法制度，官僚制，軍隊，経済構造などとの

関係，広く統治者の治世の裾野を形成する一般国民・住民との関係，一国の

歴史においてその統治者が果たした意義の３点が重要な視点になることを述

べる。本書では，この３つの視点をそれぞれ「システム」（������），「倫理」

（�����），「遺制」（��������）として概念化することとする。また，丹念な実態

把握も重要な研究課題となることを述べる。

　第２節では，俯瞰的な視点からアフリカの統治者の特徴を整理する。アフ

リカの統治者は事例数が多く，かつそのありようも多様である。他方で，何

らかの似通った特徴を持つ統治者も存在する。多様性と共通する特徴を整理

し，アフリカの統治者に関するイメージを�むことがここでの狙いである。

第３節では，アフリカに対する国際的な関心が高まっている今日の状況を踏

まえ，そこでアフリカの統治者に関する偏った視点が見られる点を批判し，

本書で試みる実証的な研究の持つ今日的な意義を述べることにする。最後に
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第４節では，本書所収の論文を紹介し，統治者研究の持つ論点の広がりを見

ることとする。

第１節　先行研究と今後の研究課題

　１．『ブラック・アフリカの個人支配』に至る流れ

　まず，アフリカの統治者に関する先行研究を整理しておく。アフリカ諸国

が続々と独立を遂げた１９６０年代から，新興独立国の国家運営の担い手として

の統治者に関心が寄せられ，研究者とジャーナリズムの双方から，アフリカ

の統治者の経歴や人物像を紹介する人名録的な著作が比較的多く刊行された

（����������	［１９６１］，�����［１９６１］，����������	
［１９６７］，宍戸編［１９６３］）。この

時期は，東西冷戦が昂進する一方，これへの対抗ないし代替的な動きとして，

第２次大戦後に誕生した新興独立国が担い手となった非同盟運動や資源ナ

ショナリズムなどの動きが注目されていた。統治者の人物面への関心もこの

状況を背景としており，思想やイデオロギーへの関心が高いのもこの時期の

特徴である（たとえば�������［１９６２］，小田［１９６８］）。また，統治者の政治エ

リートとしての形成過程に着目する研究（��������	
［１９６４］，中村［１９６３］）や，

リーダーシップという観点からの研究（������［１９６７］）など，近代化との関

連において統治者を捉える視点もこの時代の特徴である。

　続く１９７０年代以降は，新興国家への期待関心や近代化よりもむしろ，一党

制や軍事政権などの権威主義政権の誕生，政治の不安定化，経済発展の減速

などの厳しい現実をどう捉えるかへと研究関心が移行したといえる。統治者

との関連では，相次ぐ軍事政権の樹立を受け，軍と政治の関係，軍事政権，

クーデタなどの政変に関する関心が高まった（�����［１９７０］，���������［１９７０］，

������［１９７６］，原口［１９７８］，���������	
［１９８６］）。これらの研究は，軍人統

治者に関する基本的情報だけでなく，統治者の権力基盤あるいは国家の制度
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面との関係などの論点を提供してくれるものである。

　また１９８０年代には，政治的クライアンテリズムや新家産制（��������	
��	��	�
）

といった観点からの研究の蓄積を背景に，アフリカの国家を，制度的側面よ

りも，統治者を中心とする国家権力の中枢における非制度的な関係に力点を

置いて捉える観点が支配的になってくる（������［１９８９］，������［１９８２］）。こ

のなかで統治者に関しても，制度的権能によってではなく，もっぱら個人的

な権威に則って国家運営を行い，一手に集中させた権限と財産の分配を通し

て権力機構を維持する姿が強調されるようになった。

　このような流れのなかで登場したのが，ジャクソンとロズバーグによる『ブ

ラック・アフリカの個人支配』（����������	�
�����［１９８２］）である。ジャク

ソンらの基本的観点は，アフリカの多くの国において政治は制度化されたシ

ステムに則っていないが，だからといってそれを十分に確立された政治秩序

からの逸脱として捉えるのではなく，クーデタ，陰謀，クライアンテリズム，

腐敗，派閥主義，粛清，権力継承にともなう混乱などを構成要素として持つ，

特徴的な政治システムとして捉える必要があるというものである（��������

��������	
�［１９８２��１８］）。ジャクソンらによれば，このシステムは，統治者と

被統治者を結びつけるシステムとしてではなく，統治者と寡頭支配層

（��������）（３）とを結びつけるシステムとして成立しており，これが「制度に

よって構造化されているのではなく，政治家たち自身によって構造化されて

いる」点に着目して「個人支配」（��������	�
��）との命名がなされる（��������

��������	
�［１９８２��１７］）。

　ジャクソンらの関心は，統治者個人そのものではなく（だから伝記的研究で

はない），「統治者が取り込まれている紛争，互酬，義務，影響，便宜，共感

といった個人的なシステム」に向けられている（����������	�
�����［１９８２��７５］）。

そのうえで「国家の中心部におけるとりわけ政治的な要因が形作るパターン

化」という観点から，「君主」（������），「専制君主」（��������），「預言者」（�������），

「暴君」（������）という類型論が分析枠組みとして提示されている（����������	�

�������［１９８２��７５�８０］）。「君主」は，統治者が寡頭支配層の上位に君臨しつつ
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も寡頭支配層全体での共同統治を志向するパターン，「専制君主」は，統治者

が寡頭支配層と権力を分掌せず，支配－従属関係を通して，一方的に司令，

運営するパターンである。この両類型は，現実主義と保守性を特徴とするも

のとされるのに対して，イデオロギーにしたがって社会の変革を目指すタイ

プが「預言者」である。また，「暴君」は，状態が悪化した体制を投げ込む残

余項として設定され，暴力と恐怖，恩賞とインセンティブから成り立つマフィ

ア的なゲームに近く，衝動的統治と無制限の権力行使を特徴とするとされる。

　制度化された側面と人的ネットワークなどに依存する非公式的な側面の併

存・二重性というアフリカ国家観は，新家産制（������［１９８２］），「根茎国家」

（��������	
�
�）（������［１９８９］），「ハイブリッド国家」（��������	
	�）（�������

���������［１９９９］）などの概念を通して，今日広く議論されているが，ジャク

ソンらの統治者観は，この国家観と親和性が高い（４）。こういった近年のアフ

リカ国家論を補完あるいは補強する理論的研究として，ジャクソンらの研究

は今日でも重要な位置づけを与えられている（５）。また，アフリカ諸国の政治

の実態の面からいえば，一定程度の民主化が進行してはきたものの，ジャク

ソンらが「個人支配」という概念で捉えたような，統治者と寡頭支配層の間

のインフォーマルな関係が引き続き重要な役割を果たしていることは間違い

ない（６）。こういった事情を踏まえると，「個人支配」は，アフリカの統治者

を見る際のひとつの視点として今日なお意義を失っていないといえる。

　２．今後の研究課題──実態把握，システム，倫理，遺制──

　ただ，ジャクソンらの研究には限界もある。たとえば，ハイデンは，ジャ

クソンらの類型論について，時代によって統治者の統治のあり方が変化した

り，多様な側面を持つ統治者を十分に考慮に入れることができないと批判を

加えている（�����［２００６��１００�１０１］）。また，ハイデンはボツワナのカーマ（��������

�����）の例を挙げ，ジャクソンらの類型では，より制度化された統治を行っ

たと評価されている統治者が考慮の対象から除外されてしまう点も問題視し
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ている。そのうえでハイデンは，状況の変化に応じて統治者のあり方が変遷

するダイナミズムに注目することの必要性を示唆している（�����［２００６��９７�

９８］）。たしかに，なかには数十年に及ぶものもある１代の統治がいずれかひ

とつの類型に合致すると考えるのは現実的でない（７）。この他にも，ジャクソ

ンらの研究以後新たに登場した１００人以上にものぼる統治者への適用可能性

の問題がある。とりわけ民主化は，制度／非制度の二重性という点からいえ

ば，制度化の一定の進行と捉えることができるものであり，そこから制度－

非制度の関係に何らかの変化がもたらされ，それが統治者のあり方にも一定

の影響を与えているのではないかという問題が出てこよう（８）。また民主的

選挙は，統治者と国民（有権者）の関係を，一党制期や軍事政権期とは変質

させたのではないかという問題も出てくる（９）。

　以上の諸点を踏まえつつ，ジャクソンらの研究の先に広がっている今日的

な研究課題を，本書での試みにも言及しながら４点に整理したい。まず第１

は，ジャクソンらの研究以後に登場した統治者や，ジャクソンらの検討対象

から除外されていた統治者を考慮に入れた研究の必要性である。そこでは統

治スタイルや権力構造などを押さえて個別の統治者像の再構成を行いつつ，

ジャクソンらの枠組みを批判的に再検討していく方向性が開けている。また，

それに先だって，統治者に関する基本的な情報を整理する必要がある。よく

知られた統治者に関する研究は相対的に多い一方で，大半の統治者について

は，基本的な情報すら得ることが困難である（１０）。こういった実態把握のとこ

ろから，統治者研究全体を再構築し直す必要がある。

　この研究課題を念頭に置き，本書では，ジャクソンらが扱っていない統治

者も多く取り上げた。特に栗本論文（第５章）が扱った南スーダンのガラン

（����������	）と武内論文（第６章）が扱ったルワンダのハビャリマナ（��������

�����������）は，先行研究がきわめて乏しい。栗本はこれを，現時点で入手

できる断片的な資料や文書を丹念に積み重ねることで，統治者像の再構成に

取り組んでいる。また，武内は，対象とする統治者の死後に起こった政治現

象を綿密に再構成することで，統治のあり方を逆照射するという方法論的な
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挑戦に取り組んでいる。これは情報が乏しい統治者に関するアプローチとし

て注目される。巻末資料では，アフリカの全統治者を対象として基本的な情

報の整理を試みているが，これは類似の研究が近年絶えてなかった貴重な試

みである（１１）。

　第２の研究課題として，ジャクソンらが「システム」という概念で捉えて

いた寡頭支配層と統治者の関係についての研究を深化させつつ，さらに統治

者を法制度，官僚制，軍隊といった国家の諸要素との関連で捉えていくこと

の必要性が挙げられる。これらの拡大された諸要素と統治者の関係を，ここ

での「システム」の定義とする。権力の維持と国家運営を非公式の人脈面だ

けでなく，制度，法，国家機構との関わりで捉えていくのが狙いである。落

合論文（第２章）は，官僚制と軍隊の全体的な力関係とその時代的な変遷が，

ナイジェリアにおける統治者性を理解するうえで重要だという視点を提示し

ている。また，津田論文（第３章）は，「ビッグマン的統治と制度の調停」と

いう�����［２００６��１０５］が提起している視点に則りつつ，ケニアにおける憲

法改正論議と権力闘争の相互規定的な関係を読み解いている。いずれも，

ジャクソンらの研究で焦点が当てられていない新しい視点である。

　第３の研究課題は，統治者と「国民」もしくは広く「社会」との関係であ

る。具体的には，政治的組織化，大衆的な政治動員，イデオロギー，社会経

済政策などの論点が浮かび上がるが，いずれも統治者との関連については十

分に研究されてこなかったところである。本書では真島論文（第７章）が，「個

人支配」の受け手側の統治者認識の問題に焦点を当て，考察を加えている。統

治者の正統性が，国内外からの評価やイメージに大きく支えられていること

を考えれば，こういった認識や観念レベルの問題が統治者を支える重要な側

面であることに疑問はない。真島は，この観念的な関係を「倫理（もしくは

モラル）」（�����）という観点から概念化しているが，これは統治者研究にお

ける未開拓の分野といえるだろう（１２）。

　第４の研究課題は，一国の歴史において統治者が果たした意義を積極的に

検討することである。１９６０年代の研究では，国家の行く末の鍵を握る運営の
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担い手として統治者に注目が寄せられており，そのため，死亡した統治者は

速やかに研究対象から外された（�����［１９６１����］，����������	［１９６１���］，宍戸

［１９６３��１６］）。また，ジャクソンらの研究の焦点でも，個々の統治者がその国

の歴史にとっていかなる意味を持ったのかという点についてはあまり論じら

れていない。このような歴史的観点の不在は，独立以来の歴史がまだ浅いと

いう執筆当時の事情も働いていよう。しかし，多くのアフリカ諸国が近々独

立後半世紀を迎えようとし，かつほとんどの国で政権交代が実現した現在，

歴史的な観点から統治者の治世を再検討し，その国の歴史における位置づけ

や意義を考察する必要性は高まっているといえる。

　本書では，遠藤論文（第４章）がソマリア史におけるシアド・バーレ（��������

�����������	）体制の意義を考察している。そこでのキーワードは「遺制」

（��������）であるが，その考察からは，同体制がソマリアで継続する「崩壊

国家」状況をもたらしたという歴史的な因果関係が明らかにされるだけでな

く，バーレ体制をどう評価するかがソマリア史をどう評価するかに直結する，

いわば史観の問題としても立ち現れることが論じられている。このことは，

統治者の評価がその国の歴史を基本的にどう捉えるかという史観の問題と切

り離せないことを物語っている。一国史を批判的に再検討していくうえで，

統治者に着目することが大きな可能性を持ちうることがここに示唆されてい

る。

　以上が本書の提示する研究の４つの方向性である。むろん，ここで挙げた

４点はいずれも，理論的枠組みの域には達しておらず，現時点では研究の手

がかりというべきものである。とはいえ，これらの着眼点を振り出しにして

丹念な事例研究を積み重ねていくことによって，先行研究を批判的に継承し

ながら，研究が相対的に立ち後れている現状を克服し，アフリカの統治者研

究を再構築していく展望が開けて来ると考える。
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第２節　アフリカの統治者の俯瞰的分析──特徴的傾向と多様

性──

　次に，本節では，アフリカの統治者を具体的に見ながら全体的な特徴を検

討したい。冒頭で触れたとおり，統治者は多様な側面を持つ。ただ紙幅が限

られたなかで，４９カ国延べ２６５代の統治者について，多様な側面全体にわたっ

て包括的に論ずるのは難しい。そこで本章では，在任期間と政権交代のあり

方に絞って考察を行うことにしたい。

　アフリカの統治者に関しては，この２点について次のことが指摘されてき

た。第１に，政権の連続在任期間が１０年さらには２０年を超えるような長期政

権の数が多いことである（原口［１９７８��５８�５９］）。第２は，クーデタや内戦（さ

しあたりここでは政変と一括する）の結果として，統治者が打倒されたり，新

しい統治者が就任したりする事例が多いということである（原口［１９７８］，

����������	�
������［１９８４］，落合［２００２］，�������［２００３］）。こういった点

は広く指摘されていながら詳しい研究は少ない。そこで本節では，統治者の

就任，在任，統治の終焉にかかわる情報を詳しく整理した，全２６５代の統治者

に関する筆者作成のデータセット（本書巻末資料）を用いて，これらの点を検

証していきたい。なお，以下の分析は２００６年１２月末現在のものである。

　１．長期政権

　まず，長期政権について検討する（１３）。全２６５代のアフリカの統治者の平均

在任期間は約７�６年（数え月で９１カ月）であるが，これだけでは特に長いか短

いかの判断は難しい（１４）。むしろ特徴的に見られるのは，長期政権の数そのも

のが多く，かつ，広い国々で見られることである。全２６５代の政権のうち１０年

を超える長期政権は，全体のほぼ３割にあたる７６代を数え，独立国としての

存続年数が１０年に満たないザンジバルを除く４８カ国のうち，ナイジェリア以
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外の４７カ国すべてで登場している。連続在任期間が１５年を超える例に限って

も，全部で４５代が登場し，独立国としての存続年数が１５年に満たないザンジ

バルとエリトリアを除く４７カ国のうち，実に３９カ国で登場している（１５）。

　連続在任期間が２０年を超える，いわば超長期政権ともいうべき事例も多く

見られる。他地域との比較のために第２次大戦以降の時期に限っていえば，

２０年を超える超長期政権は，王制の事例を除いても２５代登場している（表１

参照）。これまでの最長事例は２００６年１２月で満３９年に達したガボンの�・ボン

ゴ（��������	�）政権である（１６）。アフリカ以外の地域を見ると，２０年を超え

る超長期政権は，第２次世界大戦以降今日までに２０しか登場していない（同

じく表１参照）。アフリカでは他地域より多く超長期政権が誕生しているとい

える（１７）。

　次に時代的な推移を見てみよう。図１は，アフリカの統治者の平均在任期

間の推移を示したグラフである（１８）。１９５０年代にやや高い値になっているの

は，独立国数が少なく，かつ，リベリアのタブマン大統領（��������	，在任

１９４４～１９７１年），エチオピアのハイレ・セラシエ皇帝（��������������，在任１９３０

～１９７４年）というすでに長期にわたって在任する統治者が存在したためであ

る。平均在任期間は，新たな独立国が増えた１９６０年以降にいったん短縮して

から，以後年を追うごとにほぼ右肩あがりに増加する。旧ポルトガル領諸国

が相次いで独立した１９７５年頃からしばらく横ばいになるが，その後また上昇

に転じ，１９８９年には平均が１２１カ月（数え月。１０年に等しい）を突破，さらに１９９１

年には平均１３６カ月に達している。この年をピークとして，１９９５年にはいった

ん平均９８カ月にまで低下したが，近年でもなお平均１０８～１２２カ月と比較的高

い水準にとどまっていることがわかる。

　また図２は，長期政権の数の推移を表したグラフである（連続在任期間ごと

に毎年１月時点での統治者数を数えたもの）。図１と同様に１９９１年にピークが見

られるが，それ以後の推移を見ると，連続在任期間が１０年以上の事例は全体

に減少傾向にある一方で，１５年以上と２０年以上に限れば，２０００年代に入って

もピーク時に近い水準にある。このことから，民主化の時代と呼ばれる１９９０

12
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表１　アフリカと世界の他の地域の超長期政権（第２次大戦後，2006年12月現在）1

統治者名2） 国 在任期間（時期）3）

〈アフリカ〉

ボンゴ

エヤデマ

ウフエ＝ボワニ

モブツ

バンダ

ジャワラ

オビャン・ンゲマ ★

ドス・サントス ★

カウンダ

ルネ

ムガベ ★

タブマン

セク・トゥーレ

モイ

ビヤ ★

ニエレレ

アヒジョ

コンテ ★

トラオレ

グレド

シアド・バーレ

ムセヴェニ ★

ハビャリマナ

タヤ

サンゴール

（参考：君主制の事例）

ハイレ・セラシエ

ムスワティ3世 ★

ガボン

トーゴ

コートディヴォワール

ザイール4）

マラウイ

ガンビア

赤道ギニア

アンゴラ

ザンビア

セイシェル

ジンバブウェ

リベリア

ギニア

ケニア

カメルーン

タンザニア

カメルーン

ギニア

マリ

ジブチ

ソマリア

ウガンダ

ルワンダ

モーリタニア

セネガル

エチオピア

スワジランド

39年１カ月（1962.12～現職）

37年11カ月（1967.4～2005.2）

33年５カ月（1960.8～1993.12）

31年７カ月（1965.11～1997.5）

29年11カ月（1964.7～1994.5）

29年６カ月（1965.2～1994.7）

27年５カ月（1979.8～現職）

27年４カ月（1979.9～現職）

27年１カ月（1964.10～1991.10）

26年11カ月（1977.6～2004.4）

26年９カ月（1980.4～現職）

26年（1944.1～1971.7）

25年５カ月（1958.11～1984.3）

24年５カ月（1978.8～2002.12）

24年２カ月（1982.11～現職）

22年11カ月（1962.12～1985.10）

22年11カ月（1960.1～1982.11）

22年９カ月（1984.4～現職）

22年５カ月（1968.11～1991.3）

21年11カ月（1977.6～1999.4）

21年４カ月（1969.10～1991.1）

21年（1986.1～現職）

20年10カ月（1973.7～1994.4）

20年９カ月（1984.12～2005.8）

20年４カ月（1960.9～1980.12）

29年２カ月（1930.4～1974.9）

20年９カ月（1986.4～現職）



年代が過ぎてもなお，１５年を超えるような在任期間が特に長い政権が，全体

としてそれほどは減っていないことがわかる。

　民主化との関連でいえば，それが長期政権の終焉につながったケースと，

反対に長期政権の存続に寄与したケースが伯仲している。１９９１年から２００６年

までの間に終結した１５年を超える長期政権は全部で２３と比較的多い。これが

図１に表された平均在任期間の短縮をもたらしたわけだが，このうち民主化

の直接的帰結として終結したと判断できる例は，民主的選挙（１９）で敗北した６

例（表２の�）と，多選禁止規定の導入に基づき任期切れとともに退陣した３

例のみにとどまる（表２の�）。それ以外の１４例は，クーデタ，内戦，引退，

死亡など，いずれも民主化と直接の関係が薄い理由で終結している（表２の�）。

また，民主的選挙で勝利を重ねることで，在任期間を着実に伸ばしている長
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（出所）本書巻末資料，伊東他［2001］，伊藤他［2000］，大貫他［1999］，中東調査会［1996］，

Reich［1990］，Economist Intelligence Unitの各国プロフィール（www.eiu.com）を参考に筆者
作成。

（注）1）アフリカ以外の地域については君主制，首長制の事例を除いている。ソヴィエト連邦の

構成共和国は含めていない。2）★印は2006年12月現在の現職を示す。アフリカの統治者の原

語表記は本書巻末資料の統治者一覧表を参照のこと。アフリカ以外の地域については割愛す

る。3）在任期間の単位は就任月を１として算入する数え月。タブマンとハイレ・セラシエの

在任期間については，第２次大戦以後とする他地域との比較のため1945年８月を起点にとっ

て計算した。実際の在任期間は「時期」の欄に示した年月から計算されるとおり，タブマン

は27年７カ月，ハイレ・セラシエは44年６カ月である。4）現コンゴ民主共和国。5）イエメ

ン統一前の北イエメン大統領時代からの通算在職年数。

サーレハ ★（イエメン）

ネ・ウィン（ミャンマー）

リー・クアンユー（シンガポール）

ムバーラク ★（エジプト）

チャウシェスク（ルーマニア）

フセイン（イラク）

マハティール（マレーシア）

スカルノ（インドネシア）

カーダール（ハンガリー）

マルコス（フィリピン）

28年５カ月5）

26年４カ月

25年３カ月

25年２カ月

24年９カ月

23年10カ月

22年３カ月

21年７カ月

21年６カ月

20年２カ月

〈アフリカ以外の地域〉

カストロ ★（キューバ）

金日成（北朝鮮）

ホジャ（アルバニア）

カッザーフィ ★（リビア）

ジフコフ（ブルガリア）

ストロエスネル（パラグアイ）

チトー（ユーゴスラヴィア）

スハルト（インドネシア）

ブルギバ（チュニジア）

アサド（シリア）

47年11カ月

45年10カ月

40年５カ月

37年３カ月

35年８カ月

34年９カ月

34年４カ月

31年２カ月

30年５カ月

29年７カ月



期政権も多くみられる（表３）。少なくとも現時点では民主化と長期政権の関

係は両義的だといえる。

　２．政変による統治者の交代

　次に政変による政権交代について検討する。全２６５代の統治者のうち４９代

は独立時の統治者であるので，これを除く２１６代が独立後に交代によって就任

した統治者となる。これらの統治者が，最初に政権の座に就いた時の手続き
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（出所）本書巻末資料に基づき筆者作成。



16

図２　アフリカの長期政権数の推移（1956～2006年）

（出所）本書巻末資料に基づき筆者作成。
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表２　1991～2006年に終了したアフリカの長期政権1）

統治者名 国 終了年月 理由

（Ａ）民主的選挙での敗北によって終結した政権

ペレイラ

ケレク

カウンダ

ラツィラカ

バンダ

ジュフ

（Ｂ）民主化に伴う制度変更の結果として終結した政権

ローリングス

モイ

ヌヨマ

（Ｃ）それ以外の理由で終結した政権

ダ・コスタ

トラオレ

シアド・バーレ

ウフエ＝ボワニ

ハビャリマナ

ジャワラ

モブツ

マシレ

グレド

ヴィエイラ

ルネ

シサノ

エヤデマ

タヤ

カボヴェルデ

ベナン

ザンビア

マダガスカル

マラウイ

セネガル

ガーナ

ケニア

ナミビア

サントメプリンシペ

マリ

ソマリア

コートディヴォワール

ルワンダ

ガンビア

ザイール2）

ボツワナ

ジブチ

ギニアビサウ

セイシェル

モザンビーク

トーゴ

モーリタニア

連続在任期間

15年９カ月

18年６カ月

27年１カ月

17年10カ月

29年11カ月

19年２カ月

19年

24年５カ月

15年

15年９カ月

22年５カ月

21年４カ月

33年５カ月

20年10カ月

29年６カ月

31年７カ月

17年９カ月

21年11カ月

18年７カ月

26年11カ月

18年２カ月

37年11カ月

20年９カ月

1991年３月

1991年３月

1991年10月

1993年３月

1994年５月

2000年２月

2000年12月

2002年12月

2005年３月

1991年３月

1991年３月

1991年12月

1993年12月

1994年４月

1994年７月

1997年５月

1998年３月

1999年４月

1999年５月

2004年４月

2004年12月

2005年２月

2005年８月

選挙で敗北

選挙で敗北

選挙で敗北

選挙で敗北

選挙で敗北

選挙で敗北

3選禁止

3選禁止

3選禁止

引退

クーデタ

内戦で敗北

病死

事故死

クーデタ

内戦で敗北

引退

引退

クーデタ

引退

引退

病死

クーデタ

（出所）本書巻末資料に基づき筆者作成。

（注）1）ここでは連続在任期間が15年以上の事例に限定した。連続在任期間の単位は数え月。統

治者名の原語表記は本書巻末資料の統治者一覧表を参照のこと。2）現コンゴ民主共和国。



に注目し，政変（クーデタと内戦での勝利），民主的選挙（直接選挙と間接選挙），

一党制下での継承（２０），憲法規定に則った就任，王の交代，政治的任命の６つ

のカテゴリーに分けて集計したのが表４である。民主的選挙の事例は，直接

選挙，間接選挙合わせて６７例であり，全体のほぼ３分の１にとどまる。これ

を上回る７３例を数えるのが政変の事例である。なお，ここでの「クーデタ」

の定義は，国内の軍隊が集団的な威力をもって現統治者を打倒し，自ら軍事

政権を樹立したケースである。実際に戦闘が行われたかどうかは問わない

（いわゆる「無血クーデタ」も含む）（２１）。「内戦での勝利」は，反政府勢力やゲリ

ラ組織が政権を打倒し，自ら新政権を樹立したケースのみを指す（２２）。

　民主的選挙，一党制下での継承，憲法規定に則った就任に該当する場合は，

基本的には統治者の交代が一定の制度的ルールに則ってなされたといえる。

しかしながら，これに該当するケースのなかには，前任者の統治の終結から

18

（出所）本書巻末資料，Economist Intelligence Unitの各国プロフィール（www.eiu.com）を参考に
筆者作成。

（注）1）連続在任期間が15年を超える現職の統治者のみを掲載した。連続在任期間の単位は数え

月。現在の肩書きは全員大統領である。統治者名の原語表記は本書巻末資料の統治者一覧表

を参照のこと。2）直接投票による大統領選挙の年。イタリックで表示した年は，野党のボイ

コットなどで選挙の正統性に疑義が呈されているものである。

ボンゴ

オビャン・ンゲマ

ドス・サントス

ムガベ

ビヤ

コンテ

ムセヴェニ

コンパオレ

バシール

デビ

ガボン

赤道アフリカ

アンゴラ

ジンバブウェ

カメルーン

ギニア

ウガンダ

ブルキナファソ

スーダン

チャド

1993, 1998, 2005

1996, 2002

1992

1990, 1996, 2002

1992, 1997, 2004

1993, 1998, 2003

1996, 2001

1991, 1998, 2005

1996, 2000

1996, 2001, 2006

表３　民主化後も継続するアフリカの長期政権（2006年12月現在）1）

統治者名 国 選挙での勝利年2）

39年１カ月

27年５カ月

27年４カ月

26年９カ月

24年２カ月

22年９カ月

21年

19年３カ月

17年７カ月

16年１カ月

連続在任期間
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（出所）本書巻末資料に基づき筆者作成。
（注）「広義の政変」に含めた事例は次の通りである。統治者名の原語表記は本書巻末資料の統

治者一覧表を参照のこと
【民主的選挙―間接選挙】前任者が暗殺…南アフリカのフォルスターとブルンディのンタリャミラ。
【一党制下での継承】単独政党内の権力闘争で前任者が解任・暗殺…コンゴ共和国のヨンビ＝オ

パンゴ，同サス＝ンゲソの１回目の統治，エチオピアのテフェリ，同メンギスツ。
　　・反乱軍の軍事的侵攻を受け前任者が亡命…エチオピアのテスファエ。
【憲法規定に則った就任】軍の圧力によって前任者が辞任…ギニアビサウのサニャ，ベナンのコ

ンガク。
【王の交代】王子が現王を一方的に廃して即位…ブルンジのンタレ５世。
【政治的任命】前任者がクーデタ勢力・反乱軍・外国軍などに打倒されたが，これらの勢力が直

接政権に就任せず，文民統治者を指名…ルワンダのビジムング，トーゴのグルニツキー，コ
モロのジャファール，セイシェルのルネ，ウガンダのルレ，ビナイサ，ムワンガ，中央アフ
リカのダッコ。

　　・前任者の暗殺を受けて，政治的協議によって後任に指名…コモロのジョハル，ナイジェリ
アのオバサンジョの１回目の統治，コンゴ民主共和国のジョゼフ・カビラ，マダガスカルの
アンドリアマハゾ，リベリアのソーヤー。

　　・軍事政権内部の権力闘争の結果，新統治者として就任…ガーナのアフリファ，同アクッフ
ォ，マダガスカルのラツィマンドラヴァ，モーリタニアのブシェフ，同ルリー，同ハイダ
ラ。

　　・前任者が軍からの圧力によって辞任に追い込まれた後，軍によって指名…コンゴ共和国の
マサンバ＝デバ。

　　・ゲリラ勢力の侵攻を受け前任者が亡命…リベリアのブライアント。
　　・前任者が現職のまま死去したことに伴い，軍が憲法を停止し，就任を宣言…トーゴのニャ

シンベ。
　　・クーデタによって打倒されていた合法大統領が，さらなるクーデタによって軍事政権が打

倒されたことで復権…コモロのアーメド・アブダラとシエラレオネのスティーブンス。
　　　なお，次の事例は含めなかった。シエラレオネのカバー：西アフリカの地域機構である西

アフリカ諸国経済共同体（Economic Community of West African States: ECOWAS）が派遣し
た多国籍軍の介入によって復権された。この例は，国際的な合意に基づいた平和強制の結果
として実現されたものとみなし，ここでの関心である「広義の政変」の事例には含めなかっ
た。ブルンディのンティバントゥンガニャとルワンダのハビャリマナ：両者とも搭乗機の墜
落によって同時に死亡。この墜落に関しては，本書武内論文（第６章）が示しているとお
り，暗殺の可能性が極めて高いが，墜落の真相が完全に究明されていないことから，ここで
は含めなかった。

表４　アフリカの新政権の成立の根拠

政変

民主的選挙

一党制下での継承

憲法規定に則った就任

王の交代

政治的任命

合　計

軍事クーデタ

内戦による勝利

直接選挙

間接選挙

政権掌握の根拠

65

８

42

25

12

13

２

49

216

件数

－

－

０

２

５

１

１

25

34

うち広義の政変



新政権成立に至るまでの間に，制度的ルールに則らない何らかのイレギュ

ラーな現象が生じている場合がある。具体的には，軍や反政府軍など武装勢

力からの政治的圧力や暗殺や粛清などの政治暴力が介在したケースである。

本章ではこれらを「広義の政変」として捉える（「広義の政変」と見なした事例

は表４の注で示した）。「広義の政変」の事例は，合計で３４例にのぼる。先に検

討した本来の政変と合わせると１０７例にのぼり，全政権交代の半分を占めるこ

とになる。

　広義のものを含めた政変による政権交代は，１９６０年代から１９９０年代にかけ

て，年代ごとの若干の増減はあるものの，各１０年間とも２０回以上の頻度で発

生してきている（表５）。２０００年代は，少なくともここで対象とした２００６年１２

月までの時点では，それ以前の時代と比べて発生件数は減少している。その

ままのペースで進めば，それまでの時代より大幅に減少することになるが，

現時点ではこの点について判断は下しがたい。いずれにせよ，アフリカにお

ける政権交代に関しては，クーデタや内戦に直接起因する政権交代はもとよ

り，軍あるいは反政府勢力や政治暴力が介在する形でなされた政権交代がき

わめて多く，それも特定の時代に偏らずほぼ時代を通して似通った頻度で発

生してきていることが確認できる。

　とはいえ，政変による政権交代は長期政権ほど広く見られるものではない。

表６は，政権交代の回数，政変（広義の政変を含む）による政権交代の回数，

20

（出所）本書巻末資料に基づき筆者作成。
（注）1）2006年12月まで。

表５　政変に伴う政権交代の年代別発生件数

1960年代

1970年代

1980年代

1990年代

   2000年代1）

合計

年代 政変

20

15

19

16

３

73

27

31

22

21

６

107

広義の政変含む



統治者１代当たりの平均在任月数，短命政権の数，２～１０年の政権の数，長期

政権の数の状況を国別に整理したものである。統治者１代当たりの平均在任

月数の長い順から降順に配列してある。これを見ると，政変による政権交代

がまったく起こっていない国が，そもそも政権交代そのものが起こっていな

いジンバブウェ，エリトリアを含め計１８カ国存在する。１回しか発生してい

ない国も８カ国ある。政変による政権交代の９割以上に当たる９９件が，アフ

リカ諸国の半数未満の２３カ国で起こっていることがここから分かる。

　また，政変による政権交代がより頻繁に起こっている国でも，多くの場合

は，独立後の全期間を通じてまんべんなく発生しているわけではない。たと

えば，ベナンの６回は１９６３年１０月から１９７２年１０月までの９年間に集中して発

生し，その後はケレク（��������	
�
��）による１８年以上にわたる長期政権

が誕生した。シエラレオネでは最初の２回が１９６７年から翌６８年にかけて起

こった後，１７年に及ぶスティーブンス（�����������	
）の長期政権を挟んで，

１９９２年から１９９７年にかけて３回が集中している（２３）。このように政変による

政権交代の発生には，ある「シーズン」ともいえる傾向が見いだされること

が多い（２４）。

　３．留保とまとめ

　さて，このようにアフリカの統治者に関しては，政権の長期化と政変によ

る政権交代の多発が数的に支配的な傾向として摘出できるわけであるが，こ

の傾向に該当しない側面についても理解しておく必要がある。

　まず，再度表６に注目いただきたい。平均在任月数は独立以後の期間の差

を捨象して政権交代の頻度を判定する指標となる。最長のジンバブウェ（３１９

カ月）と最短のコモロ（３４カ月）の間には実に９倍強の開きが見られ，長期政

権の存在という点で共通する国々の間にも大きな違いが存在することがうか

がえる。また，この表の上位と下位では政権在任期間の傾向に明確な差が見

られる。上位の１３カ国（ザンビアまで）は，平均在任期間が一様に１３年（数え
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表６　国別の平均在任月数と，政変による政権

国名

ジンバブウェ

カメルーン

ガボン

ガンビア

スワジランド

赤道ギニア

ギニア

アンゴラ

セネガル

ジブチ

ケニア

マラウイ

ザンビア

エリトリア

ボツワナ

コンゴ民主共和国

コートディヴォワール

ルワンダ

モザンビーク

カボヴェルデ

サントメプリンシペ

エチオピア

ソマリア

セイシェル

マリ

ナミビア

ブルキナファソ

中央アフリカ

タンザニア

南アフリカ

レソト

トーゴ

ニジェール

独立年月日

1980.4.18

1960.1.1

1960.8.17

1965.2.18

1968.9.6

1968.10.12

1958.10.2

1975.11.11

1960.9.5

1977.6.27

1963.12.12

1964.7.6

1964.10.24

1993.5.24

1966.9.30

1960.6.22

1960.8.7

1962.7.1

1975.6.25

1975.7.5

1975.7.12

　－

1960.7.1

1976.6.28

1960.6.20

1990.3.21

1960.8.5

1960.8.13

1961.12.9

　－

1966.10.4

1960.4.12

1960.8.3

平均在任

月数1）

319

282

278

251

229

229

192

186

185

177

172

169

168

162

161

139

139

133

126

125

125

123

122

122

111

100

93

93

90

82

80

80

79

非常に

長い

（＞15年）

比較的

長い

（＞10年）

平均前後3）

政権交代

（回数）

0

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

2

0

2

3

3

3

2

2

2

5

2

2

4

1

5

5

5

8

5

6

6
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政権数（代）政変によ

る政権交

代（回）2）

1

1

1

3

1

2

5

1

1

2

5

4

1

2

4

3

短命政権

（2年未満）

1

1

2

1

1

1

1

3

1

4

1

2～10年

未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

1

2

1

1

2

1

3

3

4

7

4

2

4

長期政権

（10年以上）

1

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

1

2

2

1

2

3

1

1

1

1

2

2

3

2

1

1

2

超長期政権

（20年以上）

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

交代，短命政権の登場状況（2006年12月現在）



月で１５７カ月）を超え，かつ，２０年を超える超長期政権が登場し，さらに歴代

統治者の過半数を長期政権が占めている。「政権の長期化」という特徴が国レ

ベルで該当する国といえる。他方，「比較的短い」の範疇に入る国々は，ナイ

ジェリアを除き長期政権こそ登場しているが，平均在任期間は５年（数え月

で６１カ月）に満たず，超長期政権も登場せず，歴代統治者の過半数は１０年未

満の政権によって占められている。これらの国々には，「政権の長期化」とい

う特徴がほとんど該当しない。このことは，「アフリカ＝長期政権」という観

点に対する留保として重要な事実であろう。

　また，政権交代に関しては，政変の対極にあるといえる民主的な選出もま

たかなりの数の事例が存在している点に注意しておきたい。政権交代だけで

なく，独立時の統治者も含めると，民主的選挙（直接・間接）によって統治者

の座に就いた者は合計で９７代存在する。これは統治者全体の３７％を占め，統

24

（出所）本書巻末資料に基づき筆者作成。

（注）1）独立以来の数え月を統治者数で除したもの。エチオピア，リベリア，南アフリカについ

　3）ここでいう「平均」は，本文中で示したように，数え月で91カ月である。4）ザンジバ

　 

チャド

コンゴ共和国

モーリタニア

モーリシャス

リベリア

ウガンダ

マダガスカル

ガーナ

スーダン

ギニアビサウ

シエラレオネ

ブルンディ

ナイジェリア

ベナン

コモロ

ザンジバル

1960.8.11

1960.8.15

1960.11.28

1968.3.12

　－

1962.10.9

1960.6.26

1957.3.6

1956.1.1

1974.9.10

1961.4.27

1962.7.1

1960.10.1

1960.8.1

1975.7.6

1963.12.10

79

79

79

77

67

66

62

60

56

55

50

48

46

40

34

2

平均前後3）

比較的

短い

（＜５年）

合計

一国平均4）

6

6

6

5

10

7

8

9

10

6

10

10

11

13

10

1

216

4.5



治者就任の手続きとしては，「政変」（「広義の政変」でない）の７３件を上回り，

最も多い。民主的な選出は２つのピークがある。１９６０年代以前は合計で３９件

あるが，これは脱植民地化を遂げた新興アフリカ諸国の多くが民主主義体制

として独立したことに対応している。１９７０年代と１９８０年代は合計でわずか９

例にとどまり，民主化の時代に入った１９９０年代以降今日までが第２のピーク

で４９例を数える。民主主義→一党制・軍事政権→民主化という，現代アフリ

カ史の大まかな流れをほぼ忠実に読み取ることができる。

　以上の限定的な考察からだけでも，アフリカ諸国についてしばしば歴史的

経験（とりわけ植民地支配），社会経済構造，開発の度合いなど，共通する条

件が数多く指摘されるにもかかわらず，統治のあり方は決して一様ではなく，

むしろアフリカが多様な統治者のあり方の「実験場」ともいえる様相を呈し

ていることが明確に浮かび上がる。このことは，このような多様性を生み出
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ては，操作的に第２次大戦終了時（1945年８月）を起点にとって算出した。2）広義の政変である。

ルを除いて算出したものである。 

4

5

6

3

6

3

6

4

3

5

6

7

6

5

1

107

2.2

2

1

4

2

5

4

3

3

6

3

5

4

5

8

5

2

79

3

5

1

2

4

3

4

6

3

3

5

5

7

4

5

110

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

1

2

2

1

76

1

1

1
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す各国それぞれの事情について，事例研究を通したさらなる探究が必要であ

ることを指し示している。他方，多様性のもとで見られる一定の傾向がいか

なる要因によって生み出されているのかに関しては，類似する事例相互の比

較研究の必要性もまた浮上してこよう。これらはアフリカの統治者研究の今

後の重要な課題となるであろう。

第３節　「グローバル・イシュー」化のなかのアフリカの統治者

　１．アフリカへの世界的な関心の高まり

　ここまでは，研究状況と統治者の実態面から，統治者研究の今日的な意義

について論じてきた。次に本節では視点を変えて，より一般的なレベルにお

ける「世界のなかのアフリカ」という側面から，統治者研究が持つ今日的な

意義を考察することにしたい。

　２１世紀に入った今日，アフリカは「グローバル・イシュー」になったとい

われる。１９９０年代以降の紛争の多発とそこでの人道状況の悪化，��������

やマラリアなどの感染症の問題，独立以来の社会経済開発など，アフリカが

直面する問題は世界的な注目を集めている。国連での「ミレニアム開発目標」

（�����������	�
����������������	��）の設定，主要先進国（�８）サミット

での討議など，国際的な場でもアフリカ問題が話し合われる一方，アフリカ

諸国も，「アフリカ開発のための新しいパートナーシップ」（��������

���������	
�������	����������
�����������）（２５）を策定し，アフリカ開発に向

けた意志を表明している。アフリカ支援のための���活動も世界中で活発

に行われている。「アフリカの開発」は，世界の今後のあり方に関するひとつ

の強力なオピニオンないしはスローガンと化した観がある。確実にいえるこ

とは，アフリカに対する国際的な関心が過去半世紀のなかでもとりわけ高

まっているということである。

26



　このような関心の高まりが，アフリカに対する視点のいかなる偏りを伴っ

ているか，というのがここでの問題意識である。過去アフリカに対する関心

が高まった時，そこには，アフリカの状況に関する知識の不足も伴って，蔑

視する視点が含まれていたことが常々指摘されてきた（２６）。現在のアフリカ

開発への関心の高まりのなかでは，いったいいかなる視点が内包されている

のであろうか。ここではそれを，本書の課題である統治者の捉え方に関して

見ておくことにしたい。

　２．「指導者」の復活

　近年，アフリカの統治者を見る視点に，静かで目立たないがある重要な変

化が起こっている。それは，アフリカの開発問題を扱ったドナーとアフリカ

双方の政府や国際機関の公式文書において，アフリカの統治者を指し示し，

呼びかける際に，「指導者」（������）という表現が以前にも増して頻繁に使わ

れるようになったことである。それを具体的に見る前に，アフリカに対して

この語がどのように使われてきたか，簡単に見ておきたい。

　「前に立って道を示す者」（２７）という語義を持つ「指導者」（������）という単

語は，国家の機構上の権能に注目した「最高執政権者」（�����������	�
�），ま

た権能のみならず権力の保持者としての側面に注目する「統治者」（�����）と

はニュアンスが異なる。そこには，国民の代表として先頭に立ち，統率，教

導しつつ，自らが代表する国民に対して責務を負うという意味が含まれてい

る。正統性に関する肯定的な評価を内包しているといってもよい。いわば，

「指導者」は「統治者」の美称である。

　この表現がアフリカの統治者に対して盛んに使用されたのは１９６０年代のこ

とである。この当時は，第１節でも触れたように，東西冷戦の昂進と，対抗

的な動きとしての非同盟運動や資源ナショナリズムなどの国際的な動向を色

濃く反映し，アフリカの新興独立国の行く末が注目されていた。このような

一般的な関心の高まりを受けて，統治者に対しても国家の未来の鍵を握る人
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物という観点から，「指導者」という語彙が適用されたのであった（２８）。

　しかしながら，その後「指導者」という語彙は，あまり使用されなくなる。

これには，アフリカ諸国に対する期待関心が，権威主義化，軍事政権，社会

経済開発の停滞などの現実の前に低調になったためといえる。代わって，こ

の時期の統治者観を典型的に示しているのが，ジャクソンらの次のような指

摘である（����������	�
�����［１９８２��１８］）。

　「国家という舟をどこか決まった目的地まで導く活動としてガバナンス

を定義する――これは今日の合理主義と政治科学の前提であるが――なら

ば，これは現代のブラック・アフリカ諸国の政治実践にまったく合致しな

い。（改行）アフリカ諸国においてガバナンスとは，ナビゲーションという

より，むしろ船舶操縦術（����������）である。つまり，ただ浮いている

ことが重要であって，どこへ行くかは二の次なのである」。

　ここでは，「前に立って道を示す」という「指導者」像が，アフリカの統治

者についてあまり合致しないという見解が端的に表明されている。

　ところが２０００年前後から，この「指導者」という語彙が再び頻繁に使われ

るようになる。まず，世界銀行は，それまでアフリカ開発における統治者の

役割について直接に言及してこなかった姿勢を転換し，２０００年に発表した『ア

フリカは２１世紀を我がものにできるか』（��������	
［２０００］）において，ガバ

ナンスのありようと「指導者」の資質（��������	
�����������）の関連について

初めて言及し，さらに「自国の持続的開発の促進において成功したアフリカ

の指導者はほとんどいない」（��������	
［２０００��５７］）とまで断言している。

　アフリカ諸国の統治者の側も，この指摘に対して唱和した。�����立上げ

の際の文書（２９）では，「アフリカの指導者たちの新しい政治的意思」（��������

����������	�����
��
������������）なるものが表明されている。そこでは，多くの

アフリカ諸国においてこれまでの開発計画が「成功未満のものにとどまって

いた」との認識が示され，その原因は様々であるとしながら，そこには「ア
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フリカ人自らの側の問題のあるリーダーシップとオーナーシップ」が含まれ

るとの認識が示される（第４２段落）。そのうえで，「民主的に選出された指導者

の数が増え続け」ており，「彼らは自らの行動を通して，よりよい生活に向け

たアフリカの人々の希望が，もはや他人のおこぼれ程度のものではあり続け

られないということを宣言している」（第４４段落）との観測が述べられる。そ

して最後に，「アフリカの指導者たち」が，アフリカ開発という目的を達成す

るために責務を負う事柄として，紛争抑止，民主主義の促進，経済安定化，

市場経済化，教育・保健の充実，女性の役割の向上，法と秩序の実現，イン

フラの整備が数え挙げられる（第４９段落）。

　アフリカ開発の問題は，１９９８年のバーミンガム（����������）・サミットで

重債務国の債務削減問題として取り上げられて以来，�８サミットの主要議

題となったが，２０００年の沖縄サミットの最終声明では，アフリカの貧困問題

の解決に必要な条件のひとつとして「説明責任を果たす指導者」（����������	


�������）が挙げられた（３０）。そして，アフリカ問題が中心的な議題となった２００５

年のグレンイーグルス（����������）・サミットでは，ついに，「アフリカにお

けるさらなる進歩はとりわけ彼ら自身の指導者（���������	
�	��）と人民にか

かっている」との高らかな呼びかけがなされるに至った（３１）。

　以上の状況は，１９８０年代以降のドナーとアフリカ諸国の関係に，興味深い

変化が生じていることを物語っている。１９８０年代に入ってからドナー側はそ

れまでのベーシック・ヒューマン・ニーズ重視の援助戦略から，構造調整を

柱とする成長重視の開発戦略へと転換し，アフリカ諸国政府の不適切な国内

政策が低成長の原因のひとつであるとの見解を公にとるようになった（その

端的な表明が��������	
［１９８１］である）。これに対し，アフリカ諸国は低成長

の原因は風土病などの内的要因や植民地主義や人種差別などにあると反論し，

「国内政策の不適切さ」との指摘を基本的に認めなかった（３２）。構造調整に対

するアフリカ諸国の対応は，総じて，国内からの反発を招きかねない政策改

革をできるだけ最小限にとどめながら，援助額を最大化するというものと

なった（�������［１９９６��１７７］）。この時期には，統治者自らが政策面の改革の
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必要性やこれに取り組む積極的な意志を表明することは，構造調整を積極的

に受諾し「優等生」と評価されたいくつかの国（ガーナ，ウガンダなど）を除

き，ほとんど見られなかった。

　しかし，�����文書に表されたアフリカの統治者像は，これとは様変わり

している。そこに見られるのは，「開発への責任」を率先して認め，ドナー側

と協調しようとする統治者の姿である。もちろんアフリカ側の背景としては，

ドナー側の「アフロ・ペシミズム」が開発援助額の減少につながりかねない

との危機認識と，��������を始めとする感染症対策や紛争抑止など単独の

資源では克服が困難な状況に直面して，ドナー協調路線をとることで確実に

援助額を確保したいとの意図があろう。ただいずれにしろ，ドナーとアフリ

カ諸国の関係が，１９９０年代までの対立的なものから，協調をベースとしたも

のへと転換しているのは明らかである。ドナー側の呼びかけと，アフリカの

統治者の公式的な自己定義の双方における「指導者」という表現は，この変

化を象徴的に物語っている。

　３．「指導者」／「独裁者」の二元論を超えて

　�����文書では，社会経済開発，国家運営における民主主義と効率性，紛

争の抑止と安全の提供，政治的自由の実現と基本的人権の確保といった，ま

さしく国家建設と近代化そのものともいえる諸課題の実現に対して，国家運

営を預かる最高執政権者として「指導者」，すなわち統治者が責任を負うこと

が明言されている。ここに見られるのは，「説明責任」（����������	��
）のロジッ

クを「内面化」した統治者の姿である。これに呼応して，ドナー諸国にとっ

ても，１９９０年代までとは異なり，アフリカの統治者の責任や義務を語ること

はもはや援助外交上のタブーではなくなった（３３）。アフリカとドナー側が手

を携えて「指導者の責任」を唱和する状況は，「説明責任」が，開発をめぐる

アフリカ諸国とドナーの関係を律する原則として，少なくとも公式的には確

立されたことを意味する。
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　またこの統治者像は，統治者をもっぱら国家的な諸課題の実現程度（いわ

ば「パフォーマンス」）と直結させて評価する認識と表裏一体をなしているとい

えるだろう。アフリカの統治者の側から見れば，「指導者」を自認することに

よって，国家的なパフォーマンスと直結して自らの治世が評価されるという

境遇に進んで身を置いたとも言い換えられる。「指導者」という表現の「復活」

は，アフリカの統治者に向けられるまなざしの質的な変化も伴ったものと見

ることができるだろう。１９６０年代ほどの熱気はないにしても，アフリカの統

治者に対して，国家的なパフォーマンスの向上に向けた期待感がいささかな

りとも高まっている観がある（３４）。

　ただこの流れに対して，シャバルは，�����におけるアフリカの統治者の

主張は，自らの家産制的な統治を隠蔽し，援助資金を獲得するためのレトリッ

クにすぎないという趣旨の批判を展開している（������［２００２��４６２］）。たしか

に，第１節で述べたとおり，民主的選挙で選出された統治者の数が増えたに

もかかわらず，アフリカにおける統治の本質はあまり変わらず，新家産制や

「根茎国家」という概念で指摘されてきたような非公式面の卓越が継続してい

るという状況が存在している。この点を重視すれば，統治者が「指導者」と

いう美称で呼びかけられ，これに呼応して「説明責任」を約束するという状

況は，単に，援助外交上の都合によって生み出された政治的な建て前論にす

ぎないという見方も十分に成り立つだろう。

　しかし，このように「指導者」観に一定の政治的バイアスを認めることが

できるとしてもなお，これに対置して提起されているシャバルらの統治者

観――ここでは若干きめが粗いが「独裁者」観と呼んでおくことにしたい――

の方がより今日的に妥当な統治者認識だと判断することは難しい。この点で

興味深いのがヤングの指摘である。ヤングは，明らかにシャバルらが展開す

るアフリカ国家論を念頭に置いて，アフリカ国家における正統性の欠如（真

の代表と参加がないこと，クライアント政治，腐敗と恣意の横行，社会全体の利害

に反する開発政策など）を強調する議論は，結局のところアフリカ開発に関し

て，市場と市民社会の整備によって克服すべきとの提言を内包しているもの
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であると指摘している（�����［２００３��２�４］）。この指摘は，今日広く流通して

いる新家産制や「個人支配」という概念が，民主主義と開発の必要性を謳う

政治的アジェンダについての語りの不可分な一部として組み込まれているの

ではないかという問題提起といえる。

　新家産制や「個人支配」に着目するシャバルに代表される議論が，はたし

てヤングが指摘するとおり，市場と市民社会を一方的に善と見なし，唯一の

処方箋として押しつけるような介入主義的な姿勢を内包しているのかどうか

は，議論の余地があろう。ただ，この議論は少なくとも，「指導者」観と「独

裁者」観の間に一定の共有認識があるという興味深い着眼点を提示している

といえるだろう。この共有認識の内容について，あくまで試論的に述べてお

くならば，１９６０年代から２０００年代にかけての「指導者」→「独裁者」→「指

導者」と遷移してきたまなざしは，実のところ，統治者にこと寄せて，いず

れも同じくアフリカの「近代化」（��������	
���）を問題にしてきた視点では

なかったであろうか。１９６０年代の「指導者」は新興国において実現されるべ

き夢としての近代化の隠喩として，１９８０年代の「独裁者」は政治的現実を前

に挫折した近代化の隠喩として，そして，２０００年代の「指導者」は「アフリ

カ開発」という名で再度語られる近代化の隠喩として，それぞれ使われてき

たのではなかっただろうか。もしそうであるならば，これまでの統治者に対

するまなざしとは，脱植民地化以来このかた，常に近代化を規範的な前提に

置いたものであったということになるのではないか。

　この解釈を踏み台にすることで，本書が試みるアフリカの統治者研究の射

程が，「アフリカにおける近代（��������	）とは何だったか」というより大

きな問題関心へも及びうることが分かる。自覚的にせよ無自覚的にせよ近代

化論的な価値規範に則って展開された議論を相対化しつつ，植民地化から脱

植民地化を経て，今日に至るまでの時期区分におけるアフリカの様態を解明

していくこと――いわば「アフリカの近代再考」というべき研究上の課題に

向けて，統治者が重要な切り口を提供してくれることは間違いない。

32



第４節　統治者研究の論点の広がり──各章の紹介──

　本章では，研究状況，統治者の実態面，アフリカに向けられたまなざしと

いう３点から，アフリカの統治者論が持ちうる意義，可能性，狙いについて

論じてきた。アフリカ政治研究をさらに推進させていく着眼点として，統治

者研究の持つ可能性がきわめて大きいといえるだろう。

　本章では最後に，本書の構成と各章の概要を記してむすびとしたい。

　第２章「ナイジェリア軍政期における個人支配」は，「ナイジェリアの軍人

指導者が，官僚，軍人，政治家といった他の政治エリートとの間にどのよう

な関係性を紡ぎ，そのなかでいかなる個人支配の様態が織り成され，そして

それがいかなる変容を遂げてきたのかを史的に考察」（「はじめに」）するとの

問題設定に立ち，ナイジェリアの計８代の軍人統治者を対象として，権力掌

握，政策の立案実施，政治からの撤退（民政移管）という３つの局面から分

析を加えたものである。

　本章第２節で見たとおり，ナイジェリアは，長期政権が今日までまったく

誕生せず，政変による政権交代もアフリカで最も多く発生した特徴的なプロ

フィールを持つ国である。落合は，クーデタ首謀者の階級が時代を追うごと

に高位になる点や，官僚に対する影響力が相対的に高まった点など，同じ軍

人指導者といってもその性格が変化していることに注意を促している。とり

わけ後者の論点に関連して，落合は，政治的影響力を高めた政治化した軍人

を「ミリティシャン」（�����������）と呼ぶ議論を紹介しているが，これはアフ

リカで数多く登場した軍人統治者の統治の質や国家運営の方向性などについ

て詳細に比較分析する視点へとつながるものであろう。その意味でこの論文

は，アフリカにおける軍人統治者の問題を考えるうえで好適な出発点を提供

してくれている。

　第３章「個人名の『裏書きされた』新憲法草案――ケニアにおける憲法見

直しプロセスの頓挫と権力闘争――」は，ジャクソンらのいう「個人支配」

がケニアの歴代統治者にも適合するとの認識から出発しながら，個人的な要
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素を重視するジャクソンらの枠組みでは，現実の政治実践において憲法が重

要な役割を果たしてきたケニアの実態を正確に�むことができないと指摘す

る。このような問題意識に立って，１９９８年以降今日まで続いている憲法改正

をめぐる最近の動きに表れた権力闘争の様相が丹念に描かれている。個人支

配的側面と制度の関係をともに考慮に入れた「ビッグマン政治の新しい理論

が求められている」というメッセージは非常に説得的である。

　１９９０年代以降，アフリカ諸国のいくつかの国において，憲法はきわめて重

要な権力闘争の焦点となったが，そこでの争点は大統領の三選禁止の導入を

めぐるもの（たとえばザンビア）や大統領の被選挙権をめぐるもの（たとえば

コートディヴォワール）など，統治者の問題に直結していた。また，それ以前

の時代でも，絶大な権限を掌握し長期政権を敷いた統治者であっても，ほぼ

例外なく，憲法によって定められた大統領任期ごとに選挙を実施してきた。

一党制や権力の独占を背景に実施される事実上の信任投票は，多分に形式的

なものともいえるが，多くの統治者がそれの実施に「固執」してきたのは，

自らの正統性を内外に示すという効用を認めていたからに他ならないだろう。

このようなことを考慮に入れると，アフリカにおける統治者のあり方を探る

うえで，法制度的側面が持つ重要性が再度確認される。この論文の先には，

アフリカにおける統治者と制度の関係という可能性のある論点が開けている。

　第４章「ソマリアにおけるシアド・バーレ体制の再検討──その統治と遺

制をめぐって──」は，１９９１年以降「崩壊国家」状態にあるソマリアを取り

上げ，この状態に先行したシアド・バーレ体制と「崩壊国家」状態の関連に

ついて考察を試みている。そこでは，シアド・バーレ体制が短期の「出来事」

としての「崩壊国家」生成に深く関与していたことが確認される。同章はさ

らに考察を深め，「崩壊国家」状態の単なる生成ではなく，１５年以上も持続し

ている現状をシアド・バーレ体制との関連でどのように評価できるかという

問題に取り組んでいる。

　現代ソマリア史研究におけるシアド・バーレの評価については，伝統主義

の立場からの「ソマリ社会の伝統の破壊者」という見解と，「ソマリ民族の一
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体性」はそもそも神話的なものにすぎないとの前提に立ち，「ソマリ民族」の

内部にある氏族間関係の政治化を極限まで推し進めたとする見解が対立して

いる。前者の見解では，「崩壊国家」状況とは「伝統の崩壊」であり，「伝統」

の復活こそがソマリア再建への道としてイメージされる。他方，後者では，

「崩壊国家」状況とは氏族分断状況の帰結としてあり，それに代わる何らかの

倫理の確立こそがソマリア再建への道としてイメージされることとなる。同

章はこのように議論を整理しているが，ここからは，統治者に対する評価が，

国家のあり方をどう捉えるか，また，国家と民族との関係をどう捉えるかと

いう問題にまで射程を伸ばすものであることが分かる。ある治世が社会統合，

国家イデオロギー，歴史認識などに影響を及ぼし，その結果国家のあり方す

ら変質する――統治者の没後の時点から回顧的に「遺制」を探索することは，

統治者の歴史的意義を考察するための格好の視点といえる。

　第５章「ジョン・ガランにおける『個人支配』の研究」は，ゲリラ組織を

率いて２２年にわたるスーダン内戦を戦い抜き，２００５年の包括的和平協定の調

印を受けてスーダンの第１副大統領に就任したが，その直後に事故死したジョ

ン・ガラン（����������	）の実像に迫っている。ガランはスーダンという国

家の統治者ではないものの，包括的和平協定に基づいて２００８年に実施される

予定であった総選挙において，スーダン全体の大統領に選出される可能性も

高かったとされる。その意味では，本書第２章での表現を借りれば「即位を

待つ王」としての位置にあった。ガランに焦点を当てることは，個人がどの

ようにして統治者の座に近づいていくのかという形成過程の面から興味深い

うえ，形成母体がゲリラ組織であるという本書の他の論文にはない類型を

扱っているところにも意義がある。

　これだけ重要な人物でありながらガランに関する研究は少ない。それには，

彼が野戦の地を主たる活動の舞台としていたため，情報が乏しいことにもっ

ぱら起因しているといえる。第５章は，インターネットやゲリラ組織が刊行

する資料などを駆使し，数少ない研究文献を補いつつ，実像の再構成に挑戦

している。同章での試みは，必ずしも十分な文献資料や先行研究が発表され
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ていない，同時代の統治者に対する研究の困難さを克服する試みとして注目

される。

　第６章「ルワンダのジェノサイドとハビャリマナ体制」は，ルワンダのハ

ビャリマナ体制を，１９９４年に同国で発生したジェノサイドとの関係でどのよ

うに捉えるかという問題に取り組んでいる。ルワンダのジェノサイドは，ハ

ビャリマナが搭乗機の墜落によって死亡したことを引き金として始まった。

その意味で同論文は，統治の終焉後の状況から統治のありようを逆照射する

ものであり，第４章と共通した問題設定といえる。通説的に提示されている

全体主義説（ハビャリマナ体制を全体主義体制と捉え，ジェノサイドの原因をそ

こに求める考え）への批判，ハビャリマナの政治体制に関する政治史的な再構

成，ジェノサイドの実態に関する分析という，３つの問題領域を積極的につな

ごうとした意欲的な論文である。

　第６章は，ルワンダのジェノサイドについて，ハビャリマナの妻の親族が

構成した政権中枢を頂点とする集権的なパトロン・クライアント・ネットワー

クが，経済危機，民主化，内戦などの複合的な状況が関与するなかで解体し

ていった過程で生じたものと結論づける。そこから筆者は，ハビャリマナの

統治とジェノサイドを単線的に結びつける考えが適切でないことを主張して

いる。ここからは，ある歴史的な帰結を統治者の治世と直結させる発想を相

対化する必要があること，また，反対に，統治者その人から少し離れた問題

領域を探ることが統治者のありようを理解するうえで重要な着眼点になるこ

とという方法論上のメッセージを読み取ることができる。ここに「統治者と

は何か」という問いが持つ広がりが雄弁に示されているといってよい。

　第７章「ウフエ＝ボワニの統治倫理に関する覚書」は，統治者研究におけ

る未開拓の研究領域を，理論的観点から積極的に探った意欲作である。そこ

では，コートディヴォワールで独立以来３０年を超える長期政権を敷いたウフ

エ＝ボワニ（��������	
��	��������）に対する村落部における認識を手がか

りにして，そこでの認識のあり方が国家権力の中枢における統治イデオロ

ギーと連関しているということに注意が喚起されている。このような認識や
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情緒の領域における統治者と国民の関係を筆者は「倫理（モラル）」という問

題領域として概念化しているが，これは，法制度や国家機構との関係を主に

問う「システム」の観点と両立することによって，先行研究にはなかった視

点を切り開く重要な試みだといえる。

　同章では，そもそも統治者一個人による近代国家の支配など考えられない

以上，統治者を中心として法制度，統治集団，国家の諸機構との間で織りな

される諸関係を解明する観点（本書での「システム」を問う観点）が登場する

のは社会科学の分析において必然的であると認める。他方で，「システム」を

過度に強調することは，統治者一個人が実際に果たしてきた役割や責任を，

ややもすれば軽視したり，免罪したりする危険性があると指摘される。筆者

は，この「システム」か「個人」かという問題が，そもそも国家において主

体とは誰なのかという問題に他ならないと論を進め，これによって統治者研

究は近代主体概念のあり方をめぐる理論的な問題にも射程を伸ばしていると

いう点を明らかにする。近代において成立した，学問という制度の歴史性を

相対化する，人類学の批判的な観点がいかんなく発揮された理論的な好編で

ある。

　最後に巻末資料として「アフリカの統治者一覧」を掲載した。アフリカの

全２６５代の統治者について，生没年，肩書き，主な経歴，就任年月，就任・留

任の状況，統治の終了年月，終了の経緯について悉皆調査した一覧表である。

また，比較研究への展開を見据えて，就任，留任，終了のあり方について，

分析的な分類を試論的に示したのが特徴である。アフリカの統治者が見せる

多様性を理解しつつ，一定の傾向や共通性を探索していくうえでの基本的な

資料として大きな意義を持ちうるものである。

〔注〕───────────────

�　ここではサハラ以南アフリカの国連加盟４８カ国にザンジバルを加えている。

ザンジバルは１９６３年１２月に独立したが，翌１９６４年４月の合邦により，現在はタ

ンザニアの一部となっている。国際的な主権をめぐって係争中の西サハラと

ソマリランドは含めていない。
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�　本章では，統治者を数える単位として「代」を用いる。「代」は，１回の連続

した統治を指す。同じ人物が，いったん統治が終焉した後に統治者の座に返り

咲いた場合は，最初の統治とその後の統治をそれぞれ別の「代」として数える。

なお，１人で２代務めた統治者は２３人いるので，「人」で数えれば，アフリカに

登場した統治者は２４２人となる。

�　ここで，寡頭支配層は，パトロン（�������），提携者（����������），クライ

アント（�������），サポーター（����������），ライバル（������）などから構成

されるものとしてイメージされている（����������	�
�����［１９８２��１９］）。

�　シャバルらの整理（�����������	��
�［１９９９��８�１０］）によれば，家産制の議

論が国家の制度化の失敗を強調する傾向があるのに対し，「ハイブリッド国家」

は，植民地下で導入された西欧的な規範と在来の要素との混合に注目する観点

である。また，「根茎国家」とは，目に見える制度的な側面よりも，あまり表

に現れてこない派閥争いや地方での敵対などが織りなす複雑な世界こそが重

要な意味を持つとの観点に立って，「ハイブリッド国家」の形成過程に力点を

置いた国家イメージだとされる。このような力点の差はあるものの，これらは

近代的制度の側面と非制度もしくは制度化されていない側面の二重性を基本

発想とする点で共通している。ジャクソンらの関心は国家論ではなく，統治者

と統治階層の関係に限定されているが，制度／非制度の二重性という発想は，

これらアフリカ国家論のそれにかなり近いものがあるといえる。

�　「アフリカ政治」（��������	
�����）という観点から編まれたリーディングス

である��������	［２００３］でも重要論文のひとつとして紹介されている。

�　この端的な例として，統治者の側近集団が大きな政治的決定権を握る現象が

ある。民主化後に登場した例としては，コートディヴォワールのベディエ（������

���������	�）大統領の妻の親族を中心とする「アボワソ・クラン」（「アボワ

ソ」は地名），「キッチン・キャビネット」とも称される，ケニアのキバキ（�����

������）大統領の側近集団などの例が挙げられる。歴史的に見てもこのような

例は多く，本書所収の論文では，武内論文（第６章）が扱っているルワンダの

ハビャリマナ（��������	�
�������）政権の「アカズ」（�����），遠藤論文

（第４章）が扱っているソマリアのシアド・バーレ（��������	
��������）

政権の「５人のギャング」（���������	
�）などの例が挙げられる。

�　本書所収の遠藤論文（第４章）で紹介されている������［１９９７］は，ジャ

クソンらの類型論を援用しつつ，シアド・バーレの統治を「預言者」→「専制

君主」→「暴君」への移行として整理している。類型そのものの妥当性と分類

の際の判定の問題は残るが，少なくともアイディアの問題としては，統治のあ

り方の質的な変化は，ジャクソンらがあまり強調していなかった点といえる。

�　民主化後の政治実践が，民主化以前に導入された制度的残滓や新たに導入さ

れた制度によって大きく規定されているという論点は，遠藤［２００５］と津田
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［２００５］が，それぞれザンビアとケニアを事例として詳細な分析を行っている。

ここから制度と政治実践の関係という重要な論点が浮かび上がるが，この論点

を手がかりにして，民主化以前の時期についても再検討を行う必要はあろう。

�　佐藤［２００５］によれば，コートディヴォワールにおいては１９９０年の民主化後，

大統領選挙の投票率は顕著に低下している。一党制期の大統領選挙は，政治的

動員もあってほぼ１００％に近い投票率が実現されたのに対し，民主化後３回目

にあたる２０００年の選挙での投票率は政治的混乱もあって３０％台に低下した。

これを佐藤は「代表性の空洞化」と指摘しているが，このような事態において，

統治者と有権者の関係に一定の変質がもたらされていると考えることは妥当

であろう。

�　とりわけ過去にさかのぼって統治者の行動を知ろうと思っても，世界的によ

く知られた一部の統治者を除いては資料が乏しい現状がある。スケアクロウ

（���������）社からシリーズで刊行されているアフリカ各国の歴史事典のシ

リーズにおいても，統治者クラスの人物であっても大半はほんの１～２ページ

の記述にとどまる。

�　アフリカの統治者の悉皆一覧は，宍戸編［１９６３］でのごく初期の試みの他，

����������	�
�����［１９８２］が行っているが，管見の限りそれ以後発表されて

いない。

�　統治者の「倫理」にかかわる問題として，国際社会における統治者イメージ

の問題がある。１９６０年代に登場したアフリカ社会主義を提唱する統治者の多

くは，国際的な注目を自らの正統性の源泉のひとつとしていた。統治者は単に

一国レベルの存在ではなく，こういった国際的な認識や評価と切り離せない存

在である。この論点は，佐藤［２００６］でも言及したが，本章第３節でもやや立

ち入って展開している。

�　ここでは連続在任期間が１０年を超えるものを長期政権として扱う。１０年を

基準にとる根拠は，民主化後のアフリカ諸国において，任期１期を４～５年と

し最大２期までとする多選禁止規定が盛り込まれるようになっている状況に

照らしてのことである。

�　本章では，就任月を１として算入し，月単位で数える方式（数え月）で在任

期間を計算している。これは全統治者について，就任・退任の時点を日レベル

で特定することが困難だという事情に即したものである（この点については巻

末資料の解題も参照のこと）。すでに終了した２１６代に限れば，平均在任期間は

約７�２年（数え月で８６カ月），現職のみに限れば約９�６年（数え月で１１６カ月）で

ある。参考までに主要先進国の例を挙げれば，日本の首相の平均在任期間は約

２�３年（１９４７年の新憲法施行後），アメリカ合衆国の大統領は約５�６年（第２次大

戦後），イギリスの首相は約６�１年（同），フランスの大統領は約９�６年（１９５８年

の第５共和制施行後）である。
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�　１５年を超える長期政権が誕生していない９カ国は，ナイジェリア（この国は

１０年を超える例も登場していない）の他，モーリシャス，中央アフリカ，南ア

フリカ，ニジェール，コンゴ共和国，ブルンディ，コモロである。

�　第２次大戦以前も考慮に入れれば，王制の事例ではあるが，エチオピアのハ

イレ・セラシエ（��������������）皇帝が４４年５カ月の最長記録となる。

�　このことは，地域ごとの国家数と独立以後の期間を考慮して比較しても確認

できる。地域ごとの独立以来の総月数の累計（独立以来の経過月数をすべての

国について足し上げた数値。ただし，第２次大戦前からの独立国については

１９４５年８月を起点として算出）を，２０年以上連続で在任した統治者（君主制，

首長制の事例を除く）の数で除した数値を見ると，ラテンアメリカは９９１６カ

月／人（１万９８３３カ月で２人），ヨーロッパは４３４３カ月／人（２万１７１５カ月で

５人），中東・北アフリカは２１７４カ月／人（１万３０４７カ月で６人），アジアは

２０６１カ月／人（１万４４２６カ月で７人），アフリカは９５５カ月／人（２万３８８７カ月

で２５人）となる。総月数の算出に当たっては，独立後の期間が２０年に満たない

ところを除いてあるが，君主制・首長制の国・時期は控除せずに算入してある。

�　各年１月１日時点で在職していた統治者のその時点までの在任期間につい

て加重平均をとった。ここでは君主制の事例も含めている。�軸の単位は数え

月である。（注１４）でも述べたが，アフリカの政権交代の多くの事例では，実

際に統治者の座に就任した日付を確認することが困難な場合が多く，統計上，

満月数の算出ができなかったためである。

�　本章では国家の制度上，複数政党制を採用し，実際の選挙にも複数の政党が

参加した選挙についてこう表現する。

�　「一党制下での継承」は，一党制を採用している体制下において，単独政党，

議会，信任投票，直接選挙などの手続きを使って，後任が選出された場合を指

す。「憲法に則った就任」は，こういった手続きがとられず，憲法が定める後

継就任規定にしたがって後継の座に就任した場合を指す。

�　アフリカの軍事クーデタに関する研究は多数発表されている（第１節１で挙

げたもののほか，����������	�
������［１９８４］，�������［１９８６，２００３］，

落合［２００２］，���������［２００４］などがある）が，クーデタの判定基準は論者に

よって異なる。たとえば，���������［２００４］はアフリカで発生した「成功した

クーデタ」の発生件数に関する表を掲載しているが，定義と判定基準を明記し

ていない。アフリカのクーデタの悉皆調査を試みたものに，�������［２００３］

があるが，そこでは１９５６年から２００１年までに発生したクーデタが８０件と算出さ

れており，本章の６５件よりかなり多い。これはマクゴワンらが，本章でそれ以

外の項目に分類した政権交代の事例の多くをクーデタとみなしているためで

ある。たとえば，ベナンで１９６５年１１月に起こったアピティ（����������	
�

������）からコンガク（��������	�
�����）への政権交代は，軍が圧力をかけ
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てアピティを辞任に追い込み，大統領空位時の憲法規定に則って国民議会議長

であるコンガクが大統領に就任したというものである。本章ではこれを「憲法

規定に則った就任」に分類したが，マクゴワンらはクーデタに数えている。

�　ソマリアのシアド・バーレ政権は反乱軍の侵攻を受けて崩壊したが，後継の

統治者が登場していないとみなし，ここでの事例には含めなかった。

�　この他にも，ガーナでは１９６６年２月から１９８１年１２月までの１５年１０カ月の間に

６回の政変による政権交代が集中した後，ローリングス（���������	
��）の

１９年にわたる統治が実現された。ブルキナファソでも，１９６６年の最初のクーデ

タでラミザナ（����������	�
�����������
�）による比較的長期にわたる政

権が樹立された後，１９８０年１１月から１９８７年１０月の７年弱の間に４回のクーデタ

が発生し，その後はコンパオレ（��������	
��	�）の長期政権が今日まで続

いている。

�　「シーズン」が発生する背景のひとつとして，有力エリートの賦存状況は重

要だと考えられる。１９６０年代からほぼ１０年間続いたベナンの「シーズン」は，

マガ（��������	
	），アピティ，アホマデグベ（��������	
��������������）

という３人の有力政治家が，いずれも安定的な統治を確立できず軍部介入を招

いたことで起こった。１９７０年には，この３人が「大統領評議会」（����������	
�

�������）を構成して権力を分掌し，２年ごとに大統領を輪番するという体制が

導入されるに至った（輪番２番目の途中でケレクのクーデタが起こり，この体

制は終焉した）。また，本書所収の落合論文では，ナイジェリアの１９８０年代以

降の軍事政権を，ほぼ同格の力を持つ者同士の闘争が政権交代をもたらした例

として捉え，これを「コホート内の権力闘争」という観点から論じている。

�　�����は，ムベキ（���������	
）南アフリカ大統領の提唱を出発点として，

アフリカ統一機構（����������	�
	�
������
������
���），アフリカ連合（��������

���������）等での首脳レベルの討議を経て，２００１年に確立された開発プログ

ラムである。�����はドナー諸国からも好意的に受け入れられ，アフリカ開

発をめぐる今日の国際協調体制の基盤をなす枠組みとなっている。

�　たとえば，１９８０年代初めのエチオピアでの飢饉がイギリスを始めとする国々

のメディアで取り上げられ，音楽アーチストらによる「ライブエイド」なるイ

ベントが開催されるに至るなかで，衰弱した子どもや痩せ細った母子の物乞い

などのイメージがメディアに氾濫したが，これに対しては「対象から尊厳を奪

い人間性を否定」したり，「対象を無力な被害者として描く」という批判がな

された（榎本［２００６��３４］）。

�　���������	
�����
�������������
�����������	
������での“����”ならびに

“������”の定義による。

�　たとえば１９６３年に『アフリカの指導者』という本を編んだ宍戸は，「現在ア

フリカを理解するにはまずアフリカのナショナリズムの性格，発展の傾向を知
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ることが必要」との観点に立ち，「現代のアフリカを理解するには現在アフリ

カを動かしている指導者の性格，その社会的背景，その思想を理解することが

必要であるし，これはまたナショナリズムの発展を人と思想の面から探究する

ことになる」という観点を示している（宍戸編［１９６３��３］）。

�　２００１年１０月にナイジェリアの首都アブジャ（�����）で採択された『アフリ

カ開発のための新しいパートナーシップ』（�����）と題する文書（��������

�����������	
�２００５���������	
������������������２００７年２月５日ダウンロー

ド）。

�　同サミット最終声明の「開発」（����������	）第２段落。最終声明は，イギ

リス政府の�８サミットのホームページより２００７年２月５日にダウンロード

（������������８���������	
��	��
�������	���	＝���������	
������	�
����

�������＝��������＝１０９７５８７８００８５２）。

�　グレンイーグルス・サミット最終声明の「アフリカ」（������）の章の第５段

落。最終声明は，イギリス政府の�８サミットのホームページより２００７年２月

５日にダウンロード（������������	
��
�����������������
����������	
�����

�������０����）。

�　これは１９８１年に���で採択された『ラゴス行動計画』（���������	�
�������	）

で言明されている（佐藤［１９９５��２０２］）。

�　たとえば，世銀は，１９８０年代にはアフリカ諸国の個別の政策についての不適

切さは指摘しても，政府や統治者の責任までは言及していない（��������	�

［１９８９］）。１９９０年代には，「ガバナンス」という表現を使って統治の問題に踏み

込んだ（��������	
［１９９４］）が，そこでも統治者に対する直接的な批判は避

けられている。

�　この点から興味深いのが，ウガンダのムセヴェニ（��������	
�����），エチ

オピアのメレス（����������	
），エリトリアのアフェワルキ（���������	�
��）

を取り上げた『アフリカの新しいリーダーたち――民主主義か国家の再建

か――』（�������［１９９９］）である。この３者はいずれもゲリラ闘争による勝

利を経て統治者の座に就いており，民主主義という点に照らせば正統性上の問

題がなきにしもあらずであるが，いずれも現在までのところ統治を安定的に継

続させてきている。こういった人物に研究上の焦点が当てられることは，統治

者の評価に関して，民主化よりも開発パフォーマンスの方にやや力点が移行し

ていることを示唆しているようにも解釈できる。
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